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１．日   時 令和７年７月１９日 午後２時００分  
       

２．場   所 能代市役所新庁舎 会議室９、１０  

       

３．出席委員      

  議席番号 氏  名 議席番号 氏  名  

    １１ 渡部 正人  

  ２ 舛谷 雅弘 １２ 工藤 次雄  

  ３ 佐々木 力 １３ 大髙 富子  

  ４ 飯坂   司    

  ５ 佐々木 一也    

  ６ 伊藤 隆一 １６ 大鐘 正彦  

  ７ 大髙 清勝    

  ８ 菊地 勝美 １８ 安井 鐘美  

  ９ 佐藤 敏彦 １９ 平川 義市  

  １０ 袴田  謙      

           

           

       

４．欠席委員 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名  

  １ 佐々木 英樹 １４ 菊池  正  

  １５ 伊藤 一美 １７ 佐々木博子  

       

       

       

５．事務局出席者 職    名 氏      名  

  事 務 局 長 佐藤 栄一  

  係 長 水谷  亮   

  主任 菊地 勇太  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

６．案  件 

 議 案 番 号 

 ２６ 

 ２７ 

 ２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

 

報告事項１ 

報告事項２ 

報告事項３ 

 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農地転用事業計画変更承認申請ついて 

農用地利用集積等促進計画について 

農用地利用集積等促進計画に対する意見聴取について 

地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）の変更に係る意見聴取 

について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

地目変更登記に係る照会に対する回答について 

非農地証明申請に対する回答について 

７．会議の概要 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（開 会） 

 

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。 

欠席の届出がありますので、ご報告いたします。 

１番 佐々木 英樹 委員、１４番 菊池 正 委員、１５番 伊藤 一美 

委員、１７番 佐々木 博子 委員 委員の４名です。 

１９名中１５名の出席となっており、出席委員は定足数に達しておりま

す。 

それでは、平川会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。 

                    

議   長 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

それでは会議に入ります。 

始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。 

                        

（事務局説明） 

 

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので会議を進めます。 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので、当方より指名いたします。 

議席番号１１番 渡部 正人 委員と議席番号１２番 工藤 次雄 委員の

両名にお願いします。 

 

議   長 

 

 

それでは、議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題とします。事務局の説明を願います。 



 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページをお願いします。 

 議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出があったた

め、承認するため提案します。 

申請内容は、所有権移転が２件で、譲渡人が２人、譲受人が２人。申請土

地の面積は、田が４，４１１㎡、畑が８２０㎡です。賃借権の設定は６件

で、賃貸人が５人、賃借人が５人、申請土地の面積は、田が２２，１６７㎡

です。 

 次のページをお願いします。 

 主な内容についてご説明します。 

整理番号１は所有権移転で、申請土地は字萱山５６７番地、地目は畑で面

積は８２０㎡、価格は無償で、移転事由は新規就農となっています 。 

整理番号３は賃借権の設定で、申請土地は字腹鞁ノ沢９７番地 外１２

筆、地目は田で、面積の合計は１０，７０５㎡、１０ａ当たりの賃借料は１

０，０００円、申請事由は経営拡張、期間は５年間となっています。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

それでは、質疑に入ります。何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第２６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した 

 

次に、議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題

とします。事務局の説明を願います 

 

５ページをお願いします。 

農地転用許可申請は、所有権移転が２件で、譲渡人が２人、譲受人が２人

です。申請土地の面積は、田が７５０㎡、畑が２７６㎡です。 

６ページをお願いします。 

所有権移転 整理番号１ 申請地は字鳳凰岱１６７－２、地目は畑、面積

が２７６㎡です。売買価格は総額３０万円、申請事由は自家用車用駐車場で

す。申請地は都市計画の用地区域が第１種中高層住居専用地域に指定されて

おりますので、農地区分は第３種農地です。 

申請地の位置は７ぺージです。申請地は、「市道萩の台線」の風の松原郵

便局から南西へ２００ｍほどにある農地で、現在は耕作していない畑です。 

土地の利用計画は８ページです。 

譲受人は、申請地の北側に居住しておりますが、この春から子供が地元企

業に就職し、新たに自家用車用の駐車場を探していたところ、当該地の譲渡



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

大鐘正彦委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

の話があり、譲渡人も相続により取得した農地で、現在遠方におり管理がで

きず、処分したい意向であったとのことで、当該地の取得のため、申請に至

りました。 

事業計画では盛土・切土はなく、整地するのみで、汚水・生活排水の発生

はなく、雨水は自然流下させることとしております。また、事業費について

は、譲受人の全額自己資金となっており、通帳残高の写しが添付されており

ます。 

整理番号１の説明は以上です 

次に６ページに戻っていただいて、  

整理番号２ 申請地は、二ツ井町切石字大倉２９番３、地目は田、面積は

７５０㎡です。売買価格は総額１００万円申請事由は駐車場です。農用地区

域外農地で、農地区分は第２種農地で、土地改良区には入っておりません。 

申請地の位置は９ぺージです。 

申請地は、県道西目屋二ツ井線を富根から二ツ井方向に向かう県道沿いに

譲受人の事業所があり、事業所西側の道路沿いにある農地で、現在は耕作し

ていない田です。 

土地の利用計画は１０ページです。 

譲受人は、今回の申請地の隣接地で土建業を行っていますが、事業拡張に

より工事車両や従業員の通勤車両の駐車スペースが不足しているため、新た

に駐車場を造成したいという計画になっております。 

今回の申請地は、擁壁工事を行ったうえ、土盛り等を行い、周囲の農地及

び住宅等に被害が及ばない計画になっております。また、汚水・生活排水等

の発生はなく、雨水は自然流下させることとしております。また、事業費に

ついては、全額自己資金となっており、通帳残高の写しが添付されておりま

す。 

整理番号２の説明は以上です。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします 

 

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いします。 

 

議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請について、７月７日

（月）、現地調査班 第６班、１７番 佐々木博子 委員、１８番 安井 

鐘美 委員、事務局と私の４人で現地調査を行いましたので、その結果をご

報告いたします。 

所有権移転 整理番号１の現地は、宅地に囲まれた耕作していない畑でし

た。転用予定地の境界は明確で、事前着工はありませんでした。 

整理番号２の現地は、譲受人の事業所の隣地で、現在耕作されていない田

でした。転用予定地の境界は明確で、事前着工はありませんでした。 

いずれの土地も周辺の土地へ影響がない計画であることを確認してきまし

た。 

 以上、ご報告いたします。 

 

事務局の説明と現地調査の報告が終わりましたが、何かご質問等はありま

せんか。 

 



 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第２７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第２８号 農地転用事業計画変更承認申請についてを議題とし

ます。事務局の説明を願います。 

 

議案第２８号 農地転用事業計画変更承認申請書の提出がありましたの

で、意見を付すためご提案いたします。 

１１ページをお願いします。 

農地転用事業計画変更承認申請は、１件で筆数は３筆、地目は畑で、面積

は３，５３７㎡の内９８７㎡です。 

１２ページをお願いします。 

農地転用事業計画変更の内容についてでありますが、令和７年１月２１日

付けで大林道路株式会社が行う陸上風力発電事業に伴う工事作業場仮設道路

設置のための一時転用を、農地法第５条の転用許可したところですが、今年

の４月から５月にかけての天候不良から、想定外の湧水などが発生し、工事

の進捗に遅れが生じたため、一時転用期間を当初の令和７年７月３１日から

９月３０日まで延長したいとのことで、事業計画変更承認申請があったもの

です 

なお、工事内容に変更はありません。 

説明は以上です。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

それでは、質疑に入ります。何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第２８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第２９号 農用地利用集積等促進計画についてを議題としま

す。事務局の説明を願います。 



 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

１３ページをお願いします。 

議案第２９号 農用地利用集積等促進計画の提出があったため、承認する

ため提案します。 

申請内容は、利用権の設定が２８件で、賃貸人が２８人、賃借人が１人、

転借人が２人で、申請土地の面積は田が１９１，４１９㎡です。  

１４ページをお願いします。 

整理番号１は中間管理権で、申請土地は、鵜ノ沢９４外３筆、地目は田で

面積の合計は３，４６９㎡、１０ａ当たりの賃借料は無償で、設定事由は農

地中間管理権の新規設定、賃借期間は１０年間となっています。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

それでは、質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号１番か

ら２７番までを先議します。 

６番 伊藤 隆一 委員は暫時ご退席願います。 

 

（伊藤委員退席） 

 

整理番号１番から２７番について何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

整理番号１番から２７番について、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

（伊藤委員着席） 

 

伊藤 隆一 委員にご報告します。本案件は原案のとおり承認されました

のでご報告します。 

次に、他の案件について質疑を行ないます。何かご質問等はありません

か。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第２９号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 



 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

佐藤敏彦委員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第３０号 農用地利用集積等促進計画案に対する意見聴取につ

いてを議題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

２５ページをお願いします。 

議案第３０号 能代市長より農用地利用集積等促進計画案に対する意見を

求められたので、意見を付すため提案します。 

申請内容は、権利の設定が８件で、設定人が１人です。設定する土地は、

田が３４，０１３㎡です。 

次のページをお願いします。 

整理番号１は、権利の設定で、申請土地は字萱山５９２番地、地目は田で

面積は３１８㎡。１０ａあたりの賃借料は１０，０００円、設定事由は農地

中間管理権の設定で、期間は１０年間となっています。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

それでは、質疑に入りますが、何かご質問等はありませんか。 

 

農地中間管理事業について、農用地利用集積等促進計画作成から権利設定

までの流れは説明願いたい。 

 

市が作成した農用地利用集積等計画案について、農業委員会から意見聴取

を行い、意見なしとなった場合契約書等に意見書を付して中間管理機構へ提

出されます。機構は市から提出のあった促進計画を決定し、市町村へ認可申

請します。機構から市へ認可申請のあった促進計画は農業委員会の総会へ諮

られ承認されれば、公告され所有権の移転や利用権の設定などの権利設定が

認められることになります。 

 

他に質問はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第３０号について、意見なしとして、提出することに賛成の方は挙手

をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は、意見なしとして、提出することに

決しました。 

 

次に、議案第３１号 地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）係る意

見聴取についてを議題とします。 



 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

事務局の説明を願います。 

 

議案第３１号 地域農業経営基盤強化促進計画係る意見聴取について、能

代市長より意見を求められたので、意見を付すため提案します。 

２７ページをお願いします。 

意見を求められているのは１件で、筆数は３筆、地目は田で、面積が２，

４２４㎡です。 

２８ページをお願いします。 

また、あわせて別紙の地域計画変更案と目標地図もご覧ください。 

変更対象となる農地は、字高塙１７３外２筆、地目は田、面積計２，４２

４㎡を農地から宅地へ用途変更するため、地域計画の目標地図範囲から除外

するものです。 

当該地は能代高校から国道を挟んで北側に位置しており、東側は道路、北

側は住宅、西側は自動車会社の駐車場、南側は店舗に囲まれた都市計画区域

内にある第３種農地で、今年は水稲を作付けしていない休耕田となっており

ます。 

農用地区域外の農地ではありますが、地域計画に位置付けられている担い

手農家が耕作していた農地でもあったことから、地域計画の目標地図の範囲

に含まれる農地となっております。 

今回、計画を変更する目的は、当該農地が宅地分譲地として宅地に転用す

る計画があるため、地域計画の目標地図の範囲から除外してもらいたいとの

申し出があったためです。 

なお今後は、地域計画が変更になったのちに、転用の申請が行われること

になっております。 

説明は以上です。 

 

説明が終わりましたが、みなさんから何かご意見等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見等がないようですので、採決に入ります。 

議案第３１号について、意見なし、として提出することに賛成の方は挙手

をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は、意見なし、として提出することに

決しました。 

 

次に、報告事項１ 農地法第１８条第６項の規定による通知についてを議

題とします。事務局の説明を願います。 

 

（説明省略の声)   

 

説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ございませんか。 



 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

佐藤敏彦委員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

（異議なしの声） 

 

異議が無いようですので説明を省略させていただきます。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項２ 地目変更登記に係る照会に対する回答についてを議題

とします。事務局の説明を願います。 

 

（説明省略の声)   

 

説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議が無いようですので説明を省略させていただきます。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項３ 非農地証明申請に対する回答についてを議題としま

す。事務局の説明を願います。 

 

３７ページをお願いします。 

報告事項３ 非農地証明に対する回答について、所有者より非農地証明申

請があったため、７月７日に第７班の大鐘正彦委員、佐々木博子委員、安井

鐘美委員の３名及び私の計４名で現地調査を行い、申請地が農地法第２条第

１項の農地に該当しないと判断し、非農地通知しましたので報告いたしま

す。 

非農地証明申請は1筆で、申請土地の面積は畑８，０６６㎡のうち３，００

０㎡です。 

３８ページをお願いします。 

整理番号１ 申請地は能代市須田字立子道１４番地、登記地目は山林、現

況地目は畑、非農地とする面積が８，０６６㎡の内３，０００㎡。申請位置

は３９ページです。 

申請位置は北能代駅より南西へ約１ｋｍにある農地で、申請地は当初より

東側の約５，０００㎡のみを開墾して農地として活用。当該地部分である西

側について、過去においても耕作は無く、現状は雑木も繁茂していたことか

ら、筆の当該地部分のみを非農地と判断しました。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ありませんか。 

 

非農地証明申請された理由は 

 

非農地となった土地とその周辺のから砂採取したいと伺っている。 

 

（なしの声） 

 

他にご質問等はありませんか。 



 

 

 

 

議   長 
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（なしの声） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

・今後の行事予定について 

 

委員のみなさん方から何かありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。 
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